
 四日市市保健所等関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月２４日  

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第１３号 

   四日市市保健所等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 四日市市保健所等関係手数料条例（平成１９年四日市市条例第３５号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 

別表 

１ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下この表において「法」という。）

及び食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。以下この表において「令」と

いう。）による事務の手数料 

 手数料を徴する事務 単位 金額  

 法第５５条第１

項の規定による

令第３５条第１

号の飲食店営業

の許可申請に対

する審査 

露店及び臨時

営業以外の場

合 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 露店営業の場

合 

１件 １０，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 

 臨時営業の場

合 

１件 ２，５００円  

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２号の調理の機能

を有する自動販売機により食品

を調理し、調理された食品を販売

する営業の許可申請に対する審

査 

１件 １０，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第３号の食肉販売業

の許可申請に対する審査 

１件 １１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，８００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による １件 １１，０００円（許可更  



令第３５条第４号の魚介類販売

業の許可申請に対する審査 

新申請に係るものについ

ては、８，８００円） 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第５号の魚介類競り

売り営業の許可申請に対する審

査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第６号の集乳業の許

可申請に対する審査 

１件 １１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，８００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第７号の乳処理業の

許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第８号の特別牛乳搾

取処理業の許可申請に対する審

査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第９号の食肉処理業

の許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１０号の食品の放

射線照射業の許可申請に対する

審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１１号の菓子製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１２号のアイスク

リーム類製造業の許可申請に対

する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１３号の乳製品製

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

 



造業の許可申請に対する審査 ては、１９，２００円） 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１４号の清涼飲料

水製造業の許可申請に対する審

査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１５号の食肉製品

製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１６号の水産製品

製造業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１７号の氷雪製造

業の許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１８号の液卵製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第１９号の食用油脂

製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２０号のみそ又は

しょうゆ製造業の許可申請に対

する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２１号の酒類製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２２号の豆腐製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２３号の納豆製造

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

 



業の許可申請に対する審査 ては、１４，４００円） 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２４号の麺類製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２５号のそうざい

製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２６号の複合型そ

うざい製造業の許可申請に対す

る審査 

１件 ３０，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、２４，０００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２７号の冷凍食品

製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２８号の複合型冷

凍食品製造業の許可申請に対す

る審査 

１件 ３０，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、２４，０００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第２９号の漬物製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第３０号の密封包装

食品製造業の許可申請に対する

審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第３１号の食品の小

分け業の許可申請に対する審査 

１件 １８，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１４，４００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による

令第３５条第３２号の添加物製

造業の許可申請に対する審査 

１件 ２４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１９，２００円） 

 

 法第５５条第１項の規定による １件 １，５００円  



営業の許可証の書換え交付 

 法第５５条第１項の規定による

営業の許可証の再交付 

１件 ２，０００円  

 法第５７条第１項の規定による

営業者に対する届出済証の交付 

１件 ２，０００円  

 

２から１７まで （略） 

 

１８ その他の手数料 

 手数料を徴する事務 単位 金額  

 狂犬病に係る犬健診手数料 （略）  

 食品衛生監視票交付申請手数料 １件 食品衛生法第５１条第１

項第２号の規定に基づき

食品衛生上の危害の発生

を防止するために特に重

要な工程を管理するため

の取組を行う施設 

 

 １，５００円  

 食品衛生法第５１条第１

項第２号の規定に基づき

食品衛生上の危害の発生

を防止するためにその取

り扱う食品の特性に応じ

た取組を行う施設 

 

 ８００円  

 保健所の所管事務に係る証明書

料 

（略）  

 

 

改正前 

別表 

１ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下この表において「法」という。）



及び食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。以下この表において「令」と

いう。）による事務の手数料 

 手数料を徴する事務 単位 金額  

 法第５２条第１

項の規定による

令第３５条第１

号の飲食店営業

の許可申請に対

する審査 

露店及び臨時

営業以外の場

合 

１件 １６，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 

 露店営業の場

合 

１件 ８，０００円  

 臨時営業の場

合 

１件 ２，０００円  

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２号の喫茶店営業

の許可申請に対する審査 

１件 ９，６００円（許可更新

申請に係るものについて

は、４，８００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第３号の菓子製造業

の許可申請に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第４号のあん類製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第５号のアイスクリ

ーム類製造業の許可申請に対す

る審査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第６号の乳処理業の

許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第７号の特別牛乳搾

取処理業の許可申請に対する審

査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第８号の乳製品製造

業の許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 



 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第９号の集乳業の許

可申請に対する審査 

１件 ９，６００円（許可更新

申請に係るものについて

は、４，８００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１０号の乳類販売

業の許可申請に対する審査 

１件 ９，６００円（許可更新

申請に係るものについて

は、４，８００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１１号の食肉処理

業の許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１２号の食肉販売

業の許可申請に対する審査 

１件 ９，６００円（許可更新

申請に係るものについて

は、４，８００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１３号の食肉製品

製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１４号の魚介類販

売業の許可申請に対する審査 

１件 ９，６００円（許可更新

申請に係るものについて

は、４，８００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１５号の魚介類せ

り売営業の許可申請に対する審

査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１６号の魚肉ねり

製品製造業の許可申請に対する

審査 

１件 １６，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１７号の食品の冷

凍又は冷蔵業の許可申請に対す

る審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１８号の食品の放

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

 



射線照射業の許可申請に対する

審査 

ては、１２，０００円） 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第１９号の清涼飲料

水製造業の許可申請に対する審

査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２０号の乳酸菌飲

料製造業の許可申請に対する審

査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２１号の氷雪製造

業の許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２２号の氷雪販売

業の許可申請に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２３号の食用油脂

製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２４号のマーガリ

ン又はショートニング製造業の

許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２５号のみそ製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２６号の醤油製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２７号のソース類

製造業の許可申請に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 



 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２８号の酒類製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第２９号の豆腐製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第３０号の納豆製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第３１号のめん類製

造業の許可申請に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、７，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第３２号のそうざい

製造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第３３号の缶詰又は

瓶詰食品製造業の許可申請に対

する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 法第５２条第１項の規定による

令第３５条第３４条の添加物製

造業の許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、１２，０００円） 

 

 

２から１７まで （略） 

 

１８ その他の手数料 

 手数料を徴する事務 単位 金額  

 狂犬病に係る犬健診手数料 （略）  

 保健所の所管事務に係る証明書

料 

 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

４６号。以下「改正法」という。）第２条の規定による改正前の食品衛生法（昭和２

２年法律第２３３号。以下「旧法」という。）第５２条第１項に基づく許可を受けて

いる者が、その有効期限満了に伴い、旧法第５２条第１項に基づく許可を受けてい

た営業と同一の営業を行うため、改正法第２条の規定による改正後の食品衛生法（以

下「法」という。）第５５条第１項に基づく許可申請を行う場合においては、当該申

請を許可更新申請とみなして手数料を徴収するものとする。 

３ この条例の施行の日から起算して２年を超えない範囲内において市長が定める日

までの間、法第５５条第１項に基づく許可申請に係る手数料については、この条例

の規定による改正後の四日市市保健所等手数料条例別表１の規定に関わらず、次の

表に規定する金額を手数料として徴収する。 

手数料を徴する事務 単位 金額 

法第５５条第１項の規

定による食品衛生法施

行令（以下この表にお

いて「令」という。）第

３５条第１号の飲食店

営業の許可申請に対す

る審査 

露店及び臨時

営業以外の場

合 

１件 １６，０００円（許可更

新申請に係るものについ

ては、８，０００円） 

露店営業の場

合 

１件 ８，０００円（許可更新

申請に係るものについて

も、同額） 

臨時営業の場

合 

１件 ２，０００円 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２号の調理の機能を有する自動

販売機により食品を調理し、調理された

食品を販売する営業の許可申請に対す

る審査 

１件 ９，６００円（許可更新申

請に係るものについては、

４，８００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第３号の食肉販売業の許可申請に

対する審査 

１件 ９，６００円（許可更新申

請に係るものについては、

４，８００円） 



法第５５条第１項の規定による令第３

５条第４号の魚介類販売業の許可申請

に対する審査 

１件 ９，６００円（許可更新申

請に係るものについては、

４，８００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第５号の魚介類競り売り営業の許

可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第６号の集乳業の許可申請に対す

る審査 

１件 ９，６００円（許可更新申

請に係るものについては、

４，８００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第７号の乳処理業の許可申請に対

する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第８号の特別牛乳搾取処理業の許

可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第９号の食肉処理業の許可申請に

対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１０号の食品の放射線照射業の

許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１１号の菓子製造業の許可申請

に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、７，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１２号のアイスクリーム類製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、７，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１３号の乳製品製造業の許可申

請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１４号の清涼飲料水製造業の許

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて



可申請に対する審査 は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１５号の食肉製品製造業の許可

申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１６号の水産製品製造業の許可

申請に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、８，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１７号の氷雪製造業の許可申請

に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１８号の液卵製造業の許可申請

に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、８，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第１９号の食用油脂製造業の許可

申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２０号のみそ又はしょうゆ製造

業の許可申請に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、８，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２１号の酒類製造業の許可申請

に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、８，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２２号の豆腐製造業の許可申請

に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、７，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２３号の納豆製造業の許可申請

に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、７，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２４号の麺類製造業の許可申請

に対する審査 

１件 １４，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、７，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３ １件 ２１，０００円（許可更新



５条第２５号のそうざい製造業の許可

申請に対する審査 

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２６号の複合型そうざい製造業

の許可申請に対する審査 

１件 ２６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１３，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２７号の冷凍食品製造業の許可

申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２８号の複合型冷凍食品製造業

の許可申請に対する審査 

１件 ２６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１３，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第２９号の漬物製造業の許可申請

に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、８，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第３０号の密封包装食品製造業の

許可申請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第３１号の食品の小分け業の許可

申請に対する審査 

１件 １６，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、８，０００円） 

法第５５条第１項の規定による令第３

５条第３２号の添加物製造業の許可申

請に対する審査 

１件 ２１，０００円（許可更新

申請に係るものについて

は、１２，０００円） 

（健康福祉部衛生指導課） 


